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令和２年６月 12 日 

危 機 管 理 課 

危 機 管 理 室 

新型コロナウイルス感染症対応について＜対策本部会議＞ 

 

西東京市新型コロナウイルス感染症対策本部 第 28回会議記録 

開催年月日 令和２年６月 12日（金） 

開始時間 午後４時 54分 

開催場所 庁議室及び災害対策本部 

【出 席 者】 

市長、副市長、教育長、消防吏員、企画部長、企画部参与（企画政策課長）、総務部長、 

危機管理担当部長、市民部長、健康福祉部長、健康福祉部ささえあい・健康づくり担当部長、

子育て支援部長、生活文化スポーツ部長、みどり環境部長、まちづくり部長、都市基盤部長、

会計管理者、議会事務局長、教育部長、教育部特命担当部長、選挙管理委員会事務局参与、 

監査委員事務局長 

【議  題】 

(1) 西東京市における公共施設再開の流れについて 

(2) 学校再開に伴う、児童館（センター）の再開について 

(3) 高齢者支援課 福祉会館等施設再開の考え方について 

(4) 重症化リスクの高い障害のある方の福祉サービス事業と会議室等の複合施設の緩和ステッ 

プについて 

(5) 文化・スポーツ施設の一部の利用再開について 

(6) 学校施設使用の段階的な再開について 

【配布資料】 

〇緊急事態宣言後の西東京市公共施設再開の流れ 

〇学校再開に伴う、児童館（センター）の再開について（案） 

○高齢者支援課 福祉会館等施設再開の考え方 

○重症化リスクの高い障害のある方の福祉サービス事業と会議室等の複合施設の緩和ステップ     

○文化・スポーツ施設の一部の利用再開について 

○学校施設使用の段階的な再開について（報告） 

【決定事項】 

〇東京都のステップ３への移行に伴い、西東京市公共施設再開の流れの収束中⑤に移行する。 

〇西東京市公共施設再開の流れの更新を行う。 

〇児童館（センター）について、６月 22日から制限付きで再開する。 

〇福祉会館等施設については、東京都のステップ３への移行及び緊急事態措置「全面解除」を

見据え、順次、利用再開を進める。 

〇フレンドリー、保谷障害者福祉センターについて、複合施設の緩和のステップに基づき再開

する。 

〇スポーツ施設の一部について、６月 15日から再開する。保谷こもれびホールのメインホール

について、６月 15日から制限付きで再開する。 

〇学校施設の使用について、一部の学校を除き、段階的に再開する。 

 


